
  

多文化共生社会のための言語教育政策に向けて 

——―多文化児童のバイリンガル育成の視点から― 
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１ １  

 こと というものは、生育の中で自 習 する が きく、 日の生活、 考のために

無 に 用しているため、それが人 の をなすものということを自 的に考 る

会は多くない。 考するための言語、自 を 現するための言語、家 と を て

ュニ ー ンするための言語を 分に育成できない状況について、 いを らす 会

もあまりない。また、日本では、「 イ ン ル」というと、日本語を母語とする人が 語

と日本語を に る日 語の した イ ン ルをイメージすることが多く、それ

以外の 言語、 には 言語の み で、多 なレ ルで言語を い分 る人た の

ことを 的にはあまりイメージされないだ う。 語という 言語になりつつあ

る な言語 用の についても、さま まな が行 れているが、本 では、日本

会の 者として、 語だ でなく、中国語や韓国 語、 ト 語、 ルト ル語、

スペイン語、フ ノ語、 、多 な言語を家庭で 用したり、家 のルーツの言語と

して学習したりしながら、 に日本語も生活 学習言語として 用する 言語 にあ

る児童た のことについて考 たい。 

 21 の 会では、 中で人の 動の いが以 にも して に している。日

本でも、2013 年の では外国人 者数が 206 人を 1、国際 家 も 21,000

にの っている2。そのため、日本語に れな の数も 、 自 では、多言語で

情報提供を行うとこ が てきている。 の ー ページは 6 言語3、神 の ー

ページでは 8 言語で生活情報 を提供している4。すな 、これまですべての情報が日

                                                           
1 法 省 在 外国人  H26.3 報 発 より。 
 http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00040.html（2015.11.1 アクセス） 
2 生 省 人 動  数の より。 
 http://www.mhlw.go.jp/toukei/youran/indexyk_1_2.html（2015.11.1 アクセス） 
3 ー ページでは、日本語、 語、韓国 語、中国語（ 簡 ）、フ ンス語、ロ ア語のページが

作成されている。 
 http://web.pref.hyogo.jp/fl/index.html（2015.11.1 アクセス） 
4 神 ー ページでは、日本語、 語、中国語（ 簡 ）、韓国 語、フ ンス語、スペイン語、 ルト

ル語、 ト 語のページが作成されている。http://www.city.kobe.lg.jp/foreign/index.html（2015.11.1 アクセス） 

人文論集　第 51 巻

多文化共生社会のための言語教育政策に向けて
－多文化児童のバイリンガル育成の視点から－

83



  

本語に 定されて発信されていたのが、外国人 の多い 自 では、必要性に応じ

て、多言語での情報提供を らかの形で行うという 定がなされているということで

ある。これは、自 レ ルでの行 の言語 の 化と言 よう。 

 言語習 に関する としての言語教育 については、 学校 の 語教育導 とい

う動きが注 されているが、 で、多文化化が がりつつある学校教育現 では、 と

に 外から 動してきた子ども達の日本語習 の がクロー アップされ、年 者

の日本語教育の 要性が されるようになり、その対応のために 自 や の

も に進 してきている5。しかしながら、その子ども達が家庭で との ュニ ー

ンに 用している家庭言語である母語 語については、 分の児童が外国 で

あることから、 的な として、 の言語教育 としては と ど みられていな

い。その 、子どもた が母語を し、家庭での ュニ ー ンに障害を たし、

日本語習 が学習に必要なレ ルに達するまでの数年 に、 知的発達が れ、自信を

い、アイ ン の ら に い、学校での学習から こ れる ースが て

きていること、それが進学や学校 の 会参 に の を しているといった

について、国の レ ルでは と ど が てられていない。この状況を し、言

語 学習 の からの言語保障6という考 からも、多文化児童を の連 に き

まないための を考 、 らが多文化 会のプ スの ル ーの としてその言語

、文化 が活用されるような言語育成を 指す言語教育 を実 していくことが

の である。 

 言語 にはさま まな があり、多言語で情報提供したり、 会参 ができるよう

にするといった多言語対応 もその つであり、また、言語習 や言語 をどのよう

な で行っていくのかという言語教育 もその つである。Kaplan and Baldauf（1997）

は「言語 は、ある 会、 や ス にお る 的な言語の を達成するため

の考 や、法 や 、実 などの である。（ 者訳）」（p.xi）と している。そ

して、Cooper（1989）は、「言語 7は 会 を うものであり、言語 そのものが、

化 の関 であり、 会 の である。（ 者訳）」（p.164）と べ、言語 と 会

的 が に に み うものであることを指 している。すな 、どのような言

語教育を 進していくべきかは、 会の によって 定 られるという と、言語

教育 のあり によって 会の にも を すということである。日本語以外の

                                                           
5 文 科学省 外子 教育、 国外国人児童生徒教育 に関する ー ページ（CLARINET ようこそ）参 。 
 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/main7_a2.htm（2015.10.11 アクセス） 
6 言語 学習 については 。言語 研究会（1999） 、参 。 
7 言語 （language planning）という用語と言語 （language policy）という用語が 在し、 として れ

ているが、 の いの いがあるという指 もある。この については、 （2009）の中でも じている。

（pp. 7-8） 
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言語が家庭の言語として 用されている状況にある子どもた が している 日の 会

状況の 化の中で、 らの 分な 会参 を 能とする言語教育 が必要とされている

と に、 言語 にある子どもた を日本語の ノ ン ル児童として教育すること

を 対的な価 として るか、母語 語を し、 イ ン ルとなり る を

化する教育 をとっていくのかによって、 指すべき多文化 会の有り が してい

くと考 られる。  

 多文化 生 会という用語も、現在では く してきているが、さま まな解 が

在している。80 年 に にこの用語が れるようになったのは、在日 アンの人た

の との いの中から「 に生きる」という として生まれてきたものであり（

2011）、「人 的アプロー 」と言 よう。その 、90 年 からは、 活動に関

る人 が「多文化 生セン ー」という を作るようになり、 者の立 に置かれる

外国人をできるだ 支援していくという考 が がったが、これは「 的アプロー 」

と言 る8。そして、 年は、「 会参 的アプロー 」として、すべての人が に 人

の能力を 分に発 して 会参 ができるよう、 会 を作っていくという考 や、

さらに、「 会 的アプロー 」として、多 な言語 文化 を持つ人た が 会にと

って、さま まな でのプ スの であり るので、さま まな言語 文化を し、

育成していくべきであるという考 などが がってきていると考 られる9。本研究はこ

れら 4 つのアプロー のすべてを に れて、多文化 生 会に ての言語教育

の つを考 するものである。 

  

１  

 本研究は、 として 者と 研究者が 2007 年から行ってきた母語 語学習に関す

る科研による 研究10、2014 年から行っているト の 成 に関 る 研

究11、および、国 外の多くの 行研究をもとに、母語 語教育を進 さ ることをめ

す言語教育 提言のための を 理し、その を考 るものである。 
                                                           
8 1995 年の 神 の際に、多くの外国人が情報 者となり、 の力でさま まな支援が まったが、 に「多

文化 生セン ー」という の NPO ができた。 （2010）は、 ースト アの多文化 の の 化につい

ての考 の中で、「 多文化 」という について「1980-90 年 の 下で された 会

サー スを の行 サー スに み れることを 指す『 化（mainstreaming）』という考 が していた

ことであった」と じている。（p.50） 
9 ースト アの言語 においても、 の言語を「 」として た から、「 」という が まる

、そして、「 」という を して り む と 化してきている。（ 2009） 
10 ① 成 19-21 年  研究（C）「外国人児童の母語学習支援をめ る ット ーク形成の国際 」研究 者 

子 ② 成 22-24 年 研究（C）「外国人児童 の母語学習支援 の に関する国際 研究」研究

者 子 成 25-27 年 研究（C）「国際家 と学校 NPO をつな 母語 イ ン ル教育支援 言語

育成の 」研究 者 子（①から の研究分 者： 、 保 、 、 知子） 
11 「 イ ン ル で育つ子どもた の言語形成に考 した教育 韓国との連携で る ット ーク

」（  ） 
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 本研究では、多文化 会が がりつつある中で、 言語 で育つ多文化児童も 分に

自 の能力を さ る学習 会を て、自 の言語 を活用して 会参 ができ、さ

らにそれが 会にとってプ スの ル ーになるような、よりよい 生 会を する

ことをめ す を作るためには、どのような言語教育 が必要かを考 することに

を てる。さらに、それは 児童にとって、どのようなインパクトがあるかについて

も じたい。 

 

 

 本 では、 外から と に日本に り むようになった子どもた 、または、 が

外生まれで本人は日本生まれの子どもた 、国際 家庭の子どもた 、 、外国につな

がる子どもた のう 、 として 中学生に を て、「多文化児童」という用語を う

こととする。これまで、このような子どもた については、外国人児童生徒12、ニュー マ

ーの子どもた 、外国にルーツのある子どもた 、外国につながる子どもた 、 動する

子どもた 、多文化な子どもた 、CLD 児童（Culturally Linguistically Diverse children）、言

語 数 の子どもた 、など、さま まな用語が れてきているが、国 が外国 とは

らず、必ずしも 動する子どもた だ でもなく、多 的な を むため、用語の

定が しい。ここでは、家庭 やルーツについて、 つ以 の文化、言語に関 る子ど

もた （ として 中学生）を「多文化児童」という用語で 現するものとする。 

 また、「母語 語」という用語も、さま まな を むものであり、国によっても

によっても 用状況が なっている。たと 、 では以 は、 heritage language’

（ 語）が く れていたが、 年、 home language’（家庭言語）という用語によっ

てその を している ースが多くなっているようである13。「母語」という につい

て、Skutnabb-Kangas（1981, p.18）は、 に たこと 、もっとも自 に ること 、

もっとも に うこと 、自分が を持てること 、ないしは 者がそのように

断すること 、という定 をしている。「母語」というと、母 の言語というイメージが

く、 から した言語の には が じられる14。また、必ずしも、母 が子

どもに教 たこと ということではなくても、 母の で 動してきた 、母 がそ

                                                           
12 文科省の用語では、 学生は児童、中学生以 は生徒というように して っているが、本 では、 者をまとめ

て「児童」としている。 
13 ン の学校教育では、 年、「国際語」という ーの用語が れている。（ 2014, p.107）

児童が家庭で っている言語という で「家庭言語」という言葉も れている。（Chumak-Horbatsch 2012, 
pp.13-14, ）アメ では、1990 年 から ‘heritage language’ という用語が がってきた。（Hornberger and Wang 
2008, p.3） ースト アでは、 の ュニ 言語という が く れている。（ 2009, 2011） 

14 が う言語を話す家庭の は つの言語を に習 していくこともあり、母語を つ持っている状況になる。 
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の言語を してしまい、子どもが たに母 のルーツのこと を習 するということも

めて、「 語」という用語を う が な もある。子どもた にとって自分のル

ーツを していく言語という が必要であるが、 語ということ のニュアンスと

して、 との ュニ ー ンに れること 、子どもの に に習 した と

なる言語という いが 、 に じられてしまうこともある。そこで、本 では

の を さ るため、「母語 語」と する。 

 「 イ ン ル」という用語についてもさま まな定 や い がある。たと 、日

本では 会的有用性の い 語と日本語との イ ン ルのイメージが く、これは「

イ ン ル（majority bilingual）」であり、それに対して、マイノ 言語と日本語

の イ ン ルは、「 数 イ ン ル（minority bilingual）」と言 る。（ 本 2014, 

pp.14-15）また、 に つの言語を に習 し 用できる イ ン ル （balanced 

bilingual） だ でなく、 つの言語が となった言語で、もう つの言語は日 的に

用できるレ ルにある イ ン ル（dominant bilingual） という ースもある。さら

に、 が 分に発達していない（ ） 定 イ ン ル（double limited bilingual, ブ

ル ッ ）という ースもある。（ , pp.10-11）本 では、これらのう の 数

イ ン ルが たる対 となり、 イ ン ル、ないしは イ ン ルを 指

すという で用いている。そして、 定 イ ン ル（ ブル ッ ）になる

ースについての を に れて じる。 

 

 

 本研究の となる母語 語習 と イ ン ル育成に関する研究としては、

の Jim Cummins の研究が 1980 年 から く知られるようになり、この分 の 格をなす

研究となっている。 ン は イ ン ル育成のメ ニ として「 を生む

的 イ ン 」「 言語 」「会話力 教科学習言語能力」「対人 ュニ

ー ン活動 」という つの を している。（中 2010, pp.28-33, ン 2011, 

pp.27-35, ） に、「 言語 」の （ 言語の知 が 言語の習 に

するという理 ）、「 」（ 言語の知 が 言語習 に 行し るという理 ）、「し

きい 」（ 言語が のしきいを ると 知 にプ スになるが、 言語が下のしきい以

下の状 ではマイ スの があるという理 ）、「生活言語（BICS: basic interpersonal 

communication skills）」と学習言語（CALP: cognitive academic language proficiency）」の いの

などの理 みが きな 力を持ってきている。 
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（Cummins and Swain 1986, p.83, Figure 5.3 をもとに 者作成） 

 

 さらに、学校教育の現 での 会的な力関 と びつ た から、 ンパ ーメント

を「力を に りだすこと」と定 し、「 的 会から 的 会 の を に れ

てマイノ 児童 生徒を ンパ ーする み」としての「 ンパ ーメント理 」

を 開している。（ ン 2011） 的な教 法について、 ンパ ーメント理 や イ

ン ル理 に き、 人のアイ ン を さ て多 な言語力を持つ人た

が しながら学 「アイ ン スト」という教育手法も開発している。

（Cummins & Early 2011, 中 2010, pp.222-225） 

 ン の 作や理 を く日本に紹介し、母語 語の教育 研究に きく し

ている中 子は『マル ン ル教育 の 言語 としての外国人 日本人年

者』（2010）の中で、国 外の イ ン ルに関する研究や実 を に解 すると に、

かれらの言語を「 」と考 て育成するという ン らの理 を く している。

そして、日本の として「 ノ ン ルの に まらず、多言語能力を持つ 会実現

のためには、 会的マル ン （social multilingualism）の に立った国レ ル

の言語 が であると に、 人の 言語能力（individual plurilingualism）をフル

に す言語教育 も 進されるべきであ う。」（p.376）と している。 

 1990 年 から 2000 年 には、日本語教育の分 でも 者 年 者に対する日本語

教育が注 されるようになり、これからのあるべき を する研究が がっている。

は、「多文化 多言語 生 の日本語教育 生言語としての日本語学習」（2005）

という 考の中で、日本語母語話者と 母語話者の で 用される日本語を「 生

言語」と 定して、母語 で れる日本語と り し、日本語母語話者も 生日本語

を学 ことを提 し、関連の 考を多数発 している。（ 2005, 2007） 母語を っ

た教科学習の必要性も注 されるようになり、 の 考として「年 者日本語教育

と母語保持研究」（ 1998）が 開され、その 、「言語生 学」の から「日本語

言語1（母語） 言語2（日本語）

（ 有 ）

： イ ン ル力の ル
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母語 育成学習」についての研究が がっている。（ 2005, 2007, ）  

（2015）は、これらの 考を として、母語と日本語の会話力の 知 の関 を精 し、

母語による言語活動との関 も分 したう で、言語 数 の子どもに必要な言語的支

援 言語的支援について「生 学的支援 ス の 」という から考 する研究

を行っている。これらの研究は、母語の活用が日本語習 にも きく 立つことを し

ているが、母語を 的に育成することを 指すものではない。 日本語教育学会 の『日

本語教育』 128 （2006）では、年 者日本語教育を しており、その中で、

子の「年 者教育にお る母語保持 を考 る」という 考が され、日本語教育

の分 でも母語に関する が り られるようになってきている。 

 では、 『日本語教育 ウ ッ 2008 定 化する外国人 をめ

って』（2009）や、日本語教育 マス ープ ン研究会『日本語教育でつくる 会 た

の り 』（2010）などがあり、定 外国人の日本語教育の を 確にしつつ、こ

れまでの たり的な対応や ン アに きく する などからの を て

いる。 者は、日本語教育 の についての 考であり、母語習 の必要性を積極

的に として るものではない。 者の中では、言語 学習 についても考 され

ており、母語の学習 についても言 されている15。また、日本の言語 について、

子（2014）は、日本語教育の やニュー マーの 会参 の必要性を じるとと

もに、「 言語 文化を持つことをマイ スとして るのではなく、 会の いなる

として 立てることのできるという発 の下で、ニュー マーの言語 を保障するため

に国としての言語 が されるべきではないだ うか。」（p.20）と じている。 

 日本にお る多文化児童の言語状況に を てた研究も2000年 には がりを て

いる。中 子は「 ルト ル語を母語とする国 中学生の イ ン ル会話力の習

」（2005） の多数の実 研究を行っており、 子（2009）『中国 国者

の学校 スノ フ ー 母語教育から 語教育 』は中国 国者の 3 4 の子どもた

に を て、かれらの母語 日本語の 言語の学習、発達状況を精 している。

（2008）はスペイン語を母語とする子どもについて、その 言語を発達さ る学校教

育について考 を行っている。その中で、外国人児童の学びを促す在 学 の みを考

、それを 分に活かすには、 の日本人児童た の「言語 」 の きか が 要で

あることを指 している。母語 語教育の現状についての考 も多数行 れている。

子（2010）は、 の現状、 子 （2010）は、 の現状、

（1999）は神 の母語教 について報告している。 

                                                           
15 「言葉にかか る を考 る 言語学習 （日本語 母語）」（2010, pp.81-95） 
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 母語教 で 的にどういう学びが実 されているかについて、 知子（2012）、

（2012）が 立 学校で行 れている ト 語教 について、 子 中 子

（2010a）は 立 学校での中国語教 の活動についての 研究を行い、それらの母語教

の を確 する作 をしている。その中で、 に、 の 、教 や学校を む 会

の の 、 と学校と行 との連携の 要性を指 している。これらの研究は、

母語 語教育の に り むには、 者のみならず、 の 会 の

が必要であるということを実 しようとするものである。また、 子 中 子（2010b）

は、母語 語の が成 と にどう していくかという に を てた

を行っている。 

 多文化児童の生活や教育に した研究も がってきており、たと 、 （ ）

（2014）は、『日本に む多文化の子どもと教育 こと と文化のは まで生きる』の中で、

ペルー、 ト 、 ン ジアにルーツのある子どもた の を 分 し、かれら

の すること の とアイ ン に関 る教育 を き りにしている。 

 外での母語 語教育に関連した言語教育 について、 知子 子（2014）

は の 語 育成のための教育実 に関する研究を行い、学習 の「 的動

」に を てて考 している。 （2011）の「多言語 の開発をめ す ース

ト ア」は、 ースト アの の ュニ 言語（母語 語）をめ る

について現 をもとに考 し、国家の言語 が母語 語教育の 進にどのよう

に を ているかについて じている16。 ースト アでは、国家の言語 にお

る にもと き、 の 置による支援を て、 ュニ 言語教 （母語

語教 に たるもの）が され、教 の育成、教材や ュ 開発も行 れ、

国家レ ルでの連携を促す くりもされていることを指 している。それは、国家レ

ルでの言語教育 により、 的にその が されていることの であると考

られる。  

 （2007）『言語 の理 と実際』や、言語研究会 （1999）『こと

の 言語 とはなにか』 では言語 の に が てられている。言語 の

的な については、「 言語 言」に き、「まず に、自 の言語と自

化し、これを学校において習 し、また 関で 用する 、そして に

の 用語を学習する が られている。」（p.10）という がなされている。つま

り、日本の状況では、多文化児童は、自 の母語 語を学校において習 し、 的に

                                                           
16 ースト アでは、母語 語という について、 的文 では「 ュニ 言語」という用語で れて

いる。 （2009）『多文化 会 ースト アの言語教育 』では、 ュニ 言語を む ースト アの言

語教育 の について じている。 
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16 ースト アでは、母語 語という について、 的文 では「 ュニ 言語」という用語で れて

いる。 （2009）『多文化 会 ースト アの言語教育 』では、 ュニ 言語を む ースト アの言
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用する 、そして、日本語を学習する を有するものであるということを する。

また、 う者の手話言語についても「言語 」の考 から、その習 の保障について

じられている。（ ） 

 

部  

 1990 年の「 国 理 び 定法の を 正する法 」の 行により、日 人の

が 能になり、90 年 には、ブ ジルやペルーをはじめとする日 人ニュー マーの

日が した。以 、中国人、フ ン人、 ト 人なども してきている。そ

して、 に って 日した日本語 習 の外国人児童生徒の 立学校 の中 学が

するようになった。日本語や日本文化の からない児童の れ のなかった学校現

の により、これらの児童生徒 の日本語指導の必要性の が文科省でも まり、

日本語支援の については、教員の 置、教員研 の実 、JSL（Japanese as a Second 

Language） ュ の開発 、 分ながらも、 に がってきている17。1991 年

に、 めて文 省（ ）が日本語教育を必要とする外国人の 中学生の を行い、そ

の では 5,463 人であったとされる。（ 2000, p.15）2014 年の文 科学省の 18で

は、 中 校、 支援学校などに在学する日本語指導が必要な外国人、および日本

国 の児童生徒は 29,198 人となり、91 年と べると 5.5 くになっている。また、

立学校の外国人児童生徒の在 数は、73,289 人（H26.5.1 現在、文 科学省「学校 本

」）である。これ以外に、外国人学校で学 子どもた や、 学 で されていない

子どもた もかなり 在する。また、現在では、外国 だ でなく、日本国 であっても

外から 動してくる子どもた 、国際 家 の子どもた など、さま まな によ

って日本語が 習 の児童が ていることも らかになってきている。 

 しかしながら、これらの数として されているのは、多くの 、 学校の教 の

的な 断によるもので、 確な評価 が 用されている ではなく、学校での学習

についてい る言語力（学習言語力）を有しているかどうか、 確には されていない。 

 、母語のできる支援者が母語を活用して学習支援を行うことの必要性については文

科省の教育指 として言 されるようになり、「指導を する者は、必要に応じて 置し、

日本語指導 教員が作成した指導 に き、 教員が行う日本語指導や教科指導

                                                           
17 の 国 外国人児童生徒 に対する文 科学省の について H.27.7.1 研 を参 。 
 http://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/todofuken_kenshu/h27_hokoku/pdf/shisaku03.pdf（2015.10.1 アクセス） 
18 以下の ー は、文 科学省「日本語指導が必要な児童生徒の れ状況 に関する （ 成 26 年 ）の に

ついて」（H27.4 発 ）より。http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/27/04/1357044.htm（2015.10.10 アクセス）言語 （外

国 の ）では、 ルト ル語、中国語、スペイン語、フ ノ語、 ト 語、 語、韓国 語、が多く、

日本国 の では、フ ノ語、中国語、日本語、 語、 ルト ル語、その 、となっている。 
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の や児童生徒の母語による支援を行うものとする。」と されている19。 

 しかしながら、母語を しながら日本語を習 さ るという理 や、日本語を習 す

るに って、 に母語を し、日本語が 分に理解できない との ュニ ー

ンに支障を している子どもた が つつあることについて、これらの では が

てられていない。また、日本語が 対的な にあり、文化的 化 力の い学校や

会 の中で、家庭で との ュニ ー ンに っていること に 定的なイメージ

を持つようになり、自分のルーツ の のイメージを持 、学習に必要な日本語力も 分

に発達 ず、本 持っている学習能力が発 されないまま学校生活を るこどもた の

にどう対応するのかということについて、国の は 在していない。 

 

 

１  

 多文化児童の言語状況は に多 であり、そのことが、母語学習支援についての り

み を にしているという がある。まず、 人的要 として 日 の年 の

が きいと考 られる。中 （2010）は、 言語の習 について、9 10 以 を言語形

成 、それ以 を言語形成 としている（pp.22-28）。そして、言語形成 に

動した は、すでに母語 語での言語力の ができ、 的な 考にも ら

れる力をつ ていると考 られ、それを 言語に しながら発達さ ることが に

なり、母語 語を 持することも 能になりやすいと考 られる。しかし、日本に

に 日して学校に 学すると、 人 や が きいが、母語 語を話す人が

している でない 、2〜3 年で していくことが多いと言 れている（中

2010）。 に まれれ 、家庭で 用する母語 語と日本語の を発達さ て

の イ ン ルになる ースもある。ただし、 み きができることが 要であり、

そのためにはかなりの学習が必要となる。 、 となる 言語が 分に発達してい

ない状況で、その な の に 言語が ると、 の言語発達が 分に行 れ

ず、ど らの言語も 分になる ース（ ブル ッ ）も報告されている。（生

2007, 中 2005, 2009）日本語も母語 語も、 的 考をする力が 分に形成

されない状 のまま、 学校を とか 、中学では学習についてい なくなり、 校進

学を め るを なかったり、進学 に ロップアウトしている多文化児童が多数いると

                                                           
19 文 科学省「学校教育法 行 の を 正する省 の 行について」（ の教育 について定める に関す

る 知）の 「 の教育 の指導者について」の 。<www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/13…>参 。

（2015.10.10 アクセス） 
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の や児童生徒の母語による支援を行うものとする。」と されている19。 
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会 の中で、家庭で との ュニ ー ンに っていること に 定的なイメージ

を持つようになり、自分のルーツ の のイメージを持 、学習に必要な日本語力も 分
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ず、ど らの言語も 分になる ース（ ブル ッ ）も報告されている。（生
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されない状 のまま、 学校を とか 、中学では学習についてい なくなり、 校進
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考 られる20。 

 また、言語 は、 家 要 が きく作用する。家 で母国との を り す

は、母語 語の 持にはある 立つと考 られるが、日本語力の発達に を

す。 じ言語を う 、 母の 在 も言語 持に する。 の言語に

対する考 の も きく、母語 語が 要であることを く子どもに さ る

力をしているか、母語 語のメ アや本など の が家庭にあるかどうか、

などが言語 持に する。（中 2010, 2010） 

 このような学習者の多 性のため、必要とされる支援も なり、学習の動 も し

く、 がその言語 を正確に することも であり、 じ学年でも言語能力がま

ったく なるため、母語 語の学習を ループで行うには、多 なレ ルや の児

童を に教 るための教材や教 法が必要になり、 、その学習が な状況になる。 

 

 

 まず、日本語の 発達による学習 が数年 くことにより、人によっては、その

の学習の れを り すことが しいという現状がある。 に、生活言語（日 的な

会話に必要な言語）の習 は 1〜2 年で 達成されるが、 知的 の きい学習言語能

力（学校での学習に必要な 的な 考にも る言語力）の発達には 8 以 に 国し

た で 5〜7 年、8 以 に 国した は 7〜10 年かかると考 られる。（Cummins & 

Swain 1986）そのため、 も本人も日本語が習 できたと っていても、 に 学校 年

以 に学習 の が まってくると、学校での学習についていくための日本語力が

分となり、そのため学習 が しない。その 、「 のできない子ども」とい

う が自 にできあがってしまい、学習 も していく。（ 2009）そして、そ

れが日本語力の 発達によるものという がなされず、知的能力や 力の として

されてしまう。 に、 の日本語力が 分な には、子どもは、 の児童の と

の いを するようになり、自 のルーツ の 定的な 情を持つようになり、自

が 極的になることがある。このような が学習 をさらに 下さ 、 を

こしてしまう。 

 

 

 もう つの きな は、家 の ュニ ー ンの である。 の日本語力が

分でない 、母語 語を していく子ども達が との が 分にできな

                                                           
20 学校教育についてい なくなったり、 学や ロップアウトになる要 は、言語 だ でなく、学校でのいじめ

や 応、家庭 、 的要 などさま まなことが指 されている。 
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くなることが多くあることが く指 されている。子どもは、簡単な母語 語での会

話は理解できるため、 は子どもた が かっていると ってしまうこともある。（  

2013）しかし、子どもは母語 語での発信力はなく、日本語で することが多く、

子とも、 なことについては ュニ ー ンをとれない状況に り、 みを

したり、進 についての を いたりするといったことができない。 

 そして、 は日本語力が 分でないだ でなく、日本の学校のことが理解できないの

で、学校の教 との ュニ ー ンも しく、学校から家 に てたさま まな

などを むことができず、子どもの学校の が できない。 の支援などもでき

ず、進学についての にのることもできないという状況に る。また、日本語力を 分

に発達さ るための家庭での言語 も ないことが多い。 

 

 

 多文化児童た は、 に の児童や 生からは「 なる人」という ルのついた

で られが になる。 が日本の と っていたり、こと が っていたり、

や持 が っていたり、 ょっとした いが、 からの 力となり、 によっては

いじめの対 となるため、 の人と じでありたいという を持つことが 的であ

う。日本の学校教育は「日本人」を育成することが 的となっており、そのような の

中で生きていく多文化児童には、日本人とは なる 分をそ としたり、 したりする

ことが必要と無 に じさ てしまう が 在する。（ 2000, 2005）それが、自分

のアイ ン に対する と となり、 者と う自 を 定的に てしまう

きっか になる。そのため、母語 語を 持、 さ る 持 を するだ でな

く、日本語力が 分ではない についても 定的な をするようになることもある。そ

のような 持 が支 的になると、家庭での ュニ ー ンに対する支障がさらに

きくなると考 られる。 

 日本人というアイ ン と、母語 語に関 る のアイ ン が自分

の中に したり、 り いをつ たり、 数のアイ ン をそのまま めら

れるようになる児童もおり、多くの ースでは、成 と にその や ら を り

て、 数のアイ ン を自分の中で ンスをとって自 できるようになることが

されているが21、 学校 学年から中学にか ての は、そうすることが しい に

あり、学校での学習や生活に したり、 をなくしてしまうという状況に る ース

が多い。そして、 の は、そのアイ ン の を り られないまま、

                                                           
21 中 （2010b） （2014） 。 
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などを むことができず、子どもの学校の が できない。 の支援などもでき

ず、進学についての にのることもできないという状況に る。また、日本語力を 分

に発達さ るための家庭での言語 も ないことが多い。 
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いじめの対 となるため、 の人と じでありたいという を持つことが 的であ

う。日本の学校教育は「日本人」を育成することが 的となっており、そのような の

中で生きていく多文化児童には、日本人とは なる 分をそ としたり、 したりする

ことが必要と無 に じさ てしまう が 在する。（ 2000, 2005）それが、自分

のアイ ン に対する と となり、 者と う自 を 定的に てしまう

きっか になる。そのため、母語 語を 持、 さ る 持 を するだ でな

く、日本語力が 分ではない についても 定的な をするようになることもある。そ

のような 持 が支 的になると、家庭での ュニ ー ンに対する支障がさらに

きくなると考 られる。 

 日本人というアイ ン と、母語 語に関 る のアイ ン が自分

の中に したり、 り いをつ たり、 数のアイ ン をそのまま めら

れるようになる児童もおり、多くの ースでは、成 と にその や ら を り

て、 数のアイ ン を自分の中で ンスをとって自 できるようになることが

されているが21、 学校 学年から中学にか ての は、そうすることが しい に

あり、学校での学習や生活に したり、 をなくしてしまうという状況に る ース

が多い。そして、 の は、そのアイ ン の を り られないまま、

                                                           
21 中 （2010b） （2014） 。 

  

自分のアイ ン を確立できず、 のないまま成人してしまうということにな

る。（ 2009） 

 

 

 の が 積する 、学力 により 校進学が な ースも に多く、

では進学 が 53% （2006 年の ）という報告がある。（ 2008, p.32）これは、

日本人の 国 の 96.5%（文科省の発 ）と べてかなり い22。（ 2015, p.15）これに

は言語 や学力の だ でなく、 の支援や 的な要 も きく している。

校に進学しても 中で 学する ースもあり、また、 についても多くのハー ルを

ることになる。自分の りに進学、 して、 分な 会参 に成 しているロール

ルが ないといったことも、 や を にしていることが考 られる。（

2005） 

 90 年 に に連れられて 日してきた子どもた は、すでに し、自 が になる

になりつつある。言語的 ブル ッ になってしまった子どもが、成 し、家庭

を き、子育てをする状況の中で、日本語力 による情報の 、母語 語の力も

し、子どもの教育 の などが語られるようになってきている23。 

 

 

 にあ たような な が立 はだかるとはい 、多言語多文化 に育 、

言語ないし、 言語を習 し、自 の を ま た多文化 生 会の の を

したう で、 学進学も たし、さま まな分 で活 する人た が てきているこ

とにも注 したい。それは、 外的な ースということではなく、家 の支援、学校の

、教 や ン ア の の支援、本人の能力と 力や、情報の活用など、さま

まな要 が なって、 言語 文化をうまく活用できるようになった人た である。こ

のような人た は、 文化に対する関 や 性が く、 国との ット ーク作りや、

外の 言語話者とつながりやすいというメ ットを持 、国 を て活動すること

の を自 に し、日本人というアイ ン と、 の 国との によるアイ

ン の を持 、 ロー ルに活 できる人材となる 能性が い24。ブ

                                                           
22 では、外国人 では 78.9%となっている。これらの では教育支援も 中しており、それによって進学

がある められていると考 られる。また、 では 84.5%にの り、これは 校の外国人生徒のための

学 がある学校が 校あるという状況が していると考 られている。（ 2008, pp.30-34） 
23 2014 年 3 21 日に神 で行 れた母語に関する 会（母語と日本語を習 した 者 が を語った会。ト

の 成 によるプロジェクトの ）の会 （ の き こし）より。日 ブ ジル人の A の語りより。 
24 者と科研の 研究者が行った の イ ン ル 学生（多文化児童として育 、 で 学に進学した人）
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ジル日 人として家 と に日本に り み、 学校 3 年生に 学した  （2013）は、

その のさま まな を て、教員の 格をとり、外国 の子どもた の支援活動をす

るようになった自 のことを語っている。 者の から、 の の子どもた

を支援する立 になる人た が育ってきているということである。また、 アから日

人として に日本に し、スペイン語と日本語の つの言語を したことによ

って、 国に って、日本語を教 る に くといった、日本と 国の のような

をする人た も てきている25。 

 ースト アや の言語教育 においても、多文化児童の言語を 会 とみ

なし、 らの母語 語力を さ ることを している。この言語能力が本人にと

っても、 会にとっても きな力になり ることを理 として 、それが の 進力

となっている。（ 2009, 2011, 2014, 中 2010） 

 多文化児童の言語発達については、滞在年数や 国 年 、家庭 、性格や動

など、さま まな に されるが、母語 語を 持することと、 言語（

の 用語）の には 関関 があることが されている。（Cummins &中 1985, 中

2010, 生 2006） また、Thomas & Collier（2002）のアメ での では、4 7

年以 イ ン ル教育を している児童は、 ノ ン ル（ 言語）教育の児童より、

すべての科 で れた を すという を している。 イ ン ル児童の言語力、

学習力を に たって、 によって することは に な研究であり、断

定することは しいが、 、そのような 的な な研究が進 することが まれ

る。さらに、 イ ン ル児童の進 の 能性の や、 にお るメ ットなど

の も必要とされており、 会がそういう人材を必要とする になっていることとも

まって、 らを ロー ル人材として育成していくという を 化していくべきであ

ると考 る。 

 母語 語を習 する 会や ー ンがない多文化児童た にとっても、 会

が らの た の言語を価 あるものとして めていることを できることは、本人の

文化や 的なアイ ン を 定的に 知することをプッ ュする要 となり、

多文化 生 会の の や ロー ルな を 化することに 立つと考 られ

る。 

 また、母語 語学習の 進は 者の としてのみ るのではなく、 数の言

                                                                                                                                                                 
のイン ュー （2015 年 9 に実 ）でも、 員が 外とつながる に したいという を語っている。

（2008）は、 のニュー マー 校生 57 のイン ュー より、 について「母国との とな

る がしたい」（8 ）、「国際的な がしたい」（12 ）という があったことを報告している。 者の で

は、 員が イ ン ルかどうかは されていない。 
25 2015 年 8 30 日に開 された「 つ以 の言語の で生きる」という国際 ン ジウ のパ ストの 人の

ロサ イセ  ン ス の語りより。 
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ジル日 人として家 と に日本に り み、 学校 3 年生に 学した  （2013）は、
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るようになった自 のことを語っている。 者の から、 の の子どもた

を支援する立 になる人た が育ってきているということである。また、 アから日

人として に日本に し、スペイン語と日本語の つの言語を したことによ

って、 国に って、日本語を教 る に くといった、日本と 国の のような

をする人た も てきている25。 
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なし、 らの母語 語力を さ ることを している。この言語能力が本人にと

っても、 会にとっても きな力になり ることを理 として 、それが の 進力

となっている。（ 2009, 2011, 2014, 中 2010） 
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など、さま まな に されるが、母語 語を 持することと、 言語（
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2010, 生 2006） また、Thomas & Collier（2002）のアメ での では、4 7

年以 イ ン ル教育を している児童は、 ノ ン ル（ 言語）教育の児童より、

すべての科 で れた を すという を している。 イ ン ル児童の言語力、

学習力を に たって、 によって することは に な研究であり、断

定することは しいが、 、そのような 的な な研究が進 することが まれ

る。さらに、 イ ン ル児童の進 の 能性の や、 にお るメ ットなど

の も必要とされており、 会がそういう人材を必要とする になっていることとも

まって、 らを ロー ル人材として育成していくという を 化していくべきであ

ると考 る。 

 母語 語を習 する 会や ー ンがない多文化児童た にとっても、 会

が らの た の言語を価 あるものとして めていることを できることは、本人の

文化や 的なアイ ン を 定的に 知することをプッ ュする要 となり、

多文化 生 会の の や ロー ルな を 化することに 立つと考 られ

る。 

 また、母語 語学習の 進は 者の としてのみ るのではなく、 数の言

                                                                                                                                                                 
のイン ュー （2015 年 9 に実 ）でも、 員が 外とつながる に したいという を語っている。

（2008）は、 のニュー マー 校生 57 のイン ュー より、 について「母国との とな

る がしたい」（8 ）、「国際的な がしたい」（12 ）という があったことを報告している。 者の で

は、 員が イ ン ルかどうかは されていない。 
25 2015 年 8 30 日に開 された「 つ以 の言語の で生きる」という国際 ン ジウ のパ ストの 人の

ロサ イセ  ン ス の語りより。 

  

語 文化を持つ多文化児童た が、 の日本の子どもた に るインパクトも す

べきである。 （2015）は、 立 学校での ト 語母語 語教 を しなが

ら く関 し、 ト 児童が母語 語や ト 文化の学習の成 を学校

の中で 化するイ ントなどを じて、マジ の の日本の子どもた にとっ

ても、「学校 に、 数の価 の の 能性を 現化したプ ットフ ー が 現した

ということである。」（p.229）と評価し、「日本文化 の 化 の い日本の教 にお

いて、外国につながる子どもた の多くが、その言語能力や 数の文化 の 性を

化し、やがては おうとしている。 らの持つ 数の言語の 分的な能力（それは 、

発 する 能性を めている）や 数の文化 の 性を評価し、 持し、 していく

ことは、多文化化、国際化していく現 会を生きていくすべての子どもた に教育

を提供する有 な みである。」（p.230）と ている。 

 

 

１  

 の を ま 、まず、 数の文化 言語 を持つすべての児童が、 分な教育

を るのに必要な言語を習 し、自 の能力を に発 できるような にするため

の言語保障が必要であるという を め、そのための を実現することを 指す。そ

して、すべての児童が家庭での との 分な ュニ ー ンがとれるような言語力を

発達さ るという を作るという が必要である。さらに、 言語 にある多文化

児童の持つ言語 文化力が、本人にとっても 会にとっても有 な 会 として 会

に 知され、多文化児童がそれらを発達さ る 会を られるような 会を してい

くことを とする。それによって、 人も家 も学校も 会も、 らかの 会 を

られる 能性を られるような を作ることを 指すものである。 

 

 

 日本語だ でなく、母語 語の をも 指すための 提言を、「 つ以 の言語

で らしている外国につながる子どもた の教育に関する提言」として、2014 年 10

に を とするプロジェクト ループ26が、多文化児童の教育に関 している

神 の教育 員会、 学の関連 、国際 会 の 提言を行った（

                                                           
26 「外国人児童生徒の言語形成を保障する イ ン ル教育 進のための 提言プロジェクト 員」として提言

を作成した。メン ーは、 の の 、 者を む 22 。ト の 成 によるプロジェクトの

。注 11 参 。 
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1 参 ）。本 では、さらにその を 、発 さ た を以下に提 し、

的には国のレ ルでの として考 されるべき として、その みについて提 す

るための とする。 

 

（A）日本語と母語 語の 言語育成の必要性の  

 すべての言語には の価 があることを ま 、日本語と母語 語の 言語（な

いし 言語）を育成することが 人にとっても 会にとっても有用であることを し、

その についての 確な ジ ンを提 する必要がある。それらを多文化家 の や、

学校、 会に対して く することが 要である。 

 日本語教育を進めるにあたって、母語 語が されることのないよう、 言語

の 持 を した日本語教育の進め の研究開発、 、教 法開発の必要

性がある。 

 

（B）学習支援  

 母語 語学習教 の 置と教育指導 の支援 

 母語 語学習教 の 置は、現在、 人や の NPO の 力や、 の の

学校の り みとして極めて に行 れているが、 や の確保、教 の確保、

、 のノウハウの など、さま まな がある。 では 進的な

り みとして、2006 年から 2010 年まで、母語教育支援セン ー校 による 立 中学

校 の母語教 の 置を 進したが、以 、 している。 ではい い な形

の中で、 教育においても の母語 語学習の 進が行 れている。 国的に

的支援が行 れるようになれ 、母語学習を行うことについて、家庭の や、学校の教

達にもその が理解されやすくなる。 に、 や指導者や教材 の教育 ース

の が きいため、教 置の支援が 的な立 から行 れることが必要である。 

 多文化児童の言語力の正確な を 進する くり 

 多 な を持つ多文化児童た の日本語力、母語 語力を正確に すること

が、学習支援にも きな を ることになる。言語力というのは、 だ では、

本人にも、家 にも、学校の教 にも り知ることのできないものであるので、正確に

測定できる ストを行うことを る が 要である27。それによって、学習プロ

や、 に をどう支援するかを考 る 情報とすべきである。 
                                                           
27 年、日本語能力測定のための評価手法として、文科省が DLA（外国人児童生徒のための JSL 対話型アセスメント）

を開発しており、 用が がっているようであるが、これの翻訳 を作成して、母語 語能力の測定にも応用

することができ、実際に 用されている。http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/1345413.htm（2015.11.3 アク

セス） 
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が、学習支援にも きな を ることになる。言語力というのは、 だ では、

本人にも、家 にも、学校の教 にも り知ることのできないものであるので、正確に

測定できる ストを行うことを る が 要である27。それによって、学習プロ

や、 に をどう支援するかを考 る 情報とすべきである。 
                                                           
27 年、日本語能力測定のための評価手法として、文科省が DLA（外国人児童生徒のための JSL 対話型アセスメント）

を開発しており、 用が がっているようであるが、これの翻訳 を作成して、母語 語能力の測定にも応用
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 家庭と学校、NPO、行 の連携 化による学習支援 

 母語 語学習には、家庭での支援、学校の教 や の子どもた の理解、NPO

による支援、行 支援などが か ない。 に家庭と学校の教 が に連携をとって

進めな れ ならない。多くの た は、日本語も母語 語も とも 要と考

ている。（ 2014, 2013）しかし、家庭でどのような言語 用をすべきな

のかに い、母語 語 用が子どもの日本語の発達を 害するかもしれないと考

、家庭言語のあり や教育に むことが多い。まず、 が自信を持って 言語を に

育てようという を確立し、それを学校も支持することが 要である。 家庭の 情

や、子どもの や などはさま まであるので、 要することは ましくないが、

家庭でできることを確 し、母語に れる 会を やし、 には み か を

でも行うことなどが 要である。（中 2010, Chumak-Horbatsch 2012） み き能力を

発達さ ることが言語保持や には 要であり、そのためには 者のニー のある

言語の 本や を などに多数 置したり、 ジ ル 化されたものを ウン

ロー して めるような を 実さ ていくことが められる28。 

 学校でも母語 語の 用力があることが 定的に 知されることが必要であり、

の子どもから を持って られることのないよう、学校教育 ュ の中に

文化 教育を り むことや、教 のまな しが 文化 言語状況にある子どもた

について 定的であることが 要である。（ 中  2010a, 2015）そして、文

化や言語の いを 定的に める をすべての子どもた に教育していくことが

である。 

 また、現状では ン アに 分を しているが、 的には、母語 語

教育を行う研 を た人や教員が報 を て行う学習 を作らな れ ならない。

そして、行 が ン アや NPO の学習支援活動と連携して、教 研 や教材開発

などを行っていくことができるような が必要である。 

 

（C）研究  

 母語 語教育についての研究支援、および、教 法の開発と指導者の育成 

 イ ン ル教育は、 の人 の として、 に なことであるという

が く、 にマイノ 言語についてはその が理解されにくく、 った が

がりやすい。そのため、 イ ン ル教育についての理 的研究 を 実さ 、その

成 について多文化家 だ でなく、 の人 にも かりやすく 知さ ることが

                                                           
28 DAISY などによる多言語の ジ ルアー イブが、 しずつ開発されつつある。Rits-DAISY（立 学 DAISY 研

究会）参 。http://rits-daisy.com/?page_id=41（2015.11.3 アクセス） 
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要である。まだ研究の 積が ないため、教 法についても 状 である。教材も

に なく、現 の教 達は手 りで教育を行っている。 に、レ ルが に多 に

たる児童を に教 る必要性があるため、多 な学習者を教 る な 法が開発

されな れ ならない。 外でも り みが がっているが、ICT を するなど、

たな 法を考 ていく必要がある29。  

 そして、教 の 成をしていくことが も 要であるが、 としての保障がない

であることが多いため、 成に力を れることも な状況である。 の自 で

は の研 が行 れているがまったく 分とは言 ない。 ースト アでは 格

のできる ースが無 で提供されており、それが 的 で される があるが

（ 2011）、そのような なしには な である。 

 イ ン ル教育の 進者や の連携 化、 び、言語教育研究セン ーの 置 

 母語 語の研究を 進するには、研究者の ット ークが必要であり、またその

研究成 の発信や、学習支援のための ースの提供、現 での実 者との連携が に

必要である30。 で 的な研究や、さま まな支援活動を 化することが、 ら

れた を活用するのに も 要である。そのためには、 となる教育研究セン ーを

置することが 要である。日本語教育や 語教育 の外国語教育も めた 的な言

語教育研究セン ーを 置すれ 、多 な言語教育の から、さま まなアイ アを

母語 語教育にも生かしてい るであ う。アメ では、UCLA に国立 語

ースセン ー（National Heritage Language Resource Center）が 置され、無 で で

きる ン インの Heritage Language Journal が発 されている31。 ースト アでは、

Community Languages Australia という がその を たしている32。 

 

一  

の は、多文化児童の教育のみを に れたものではない。このような言

                                                           
29 Cummins が提 し、実 の 積も がりつつある「アイ ン スト」（Cummins & Early 2011）や、その

考 を援用した レ ー作成による国際 などの り み（ 、2015）は、この にも対応できる

法と考 られる。 
30 者が を める関西母語支援研究会は多文化児童のためのこと の学びについての 的な情報提供をするウェ

ブサイトを 2014 年に作成し、関連研究の紹介や母語教 の紹介などを 言語で行い、情報 ット ークの を 指

している。（http://education-motherlanguage.weebly.com/） 愛知 では、「愛知 外国につながる子どもの母語支援プロ

ジェクト」のサイトが作られている。（http://www7b.biglobe.ne.jp/~akp/top.html） 子は母語学習の関連情報 ー

ルサイトとして、「ハー ニ 」というサイトを作成している。（http://harmonicacld.com/） このようなサイトが多

数できてくることで、情報 、研究 、さらに実 者の が することで、連携が していくことを

し、 のス ップを していきたいと考 ている。 
31 http://hlj.ucla.edu/（2015.11.5 アクセス） 
32 http://www.communitylanguagesaustralia.org.au（2015.11.5 アクセス） 
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語 が進 する で、日本の 児童に対しても、多文化児童の持つ言語能力や文化

本について学び、 ロー ルな 会との な を持つことによって、 を外に

、 なるもの の関 を めさ 、 文化 の 性を う な 会となる。教 か

ら多文化児童 の ンパ ーメントが必要であり、そのことを教育 の ュ に

することが、 児童の の にもつながる（ ン 2011, pp.35-42）。 

 児童の中にも言語力の い児童や学習 な児童がいるため、多文化児童に かり

やすい の は、そのような子ども達にとっても かりやすい になると考 られ

る。また、日本語話者の 児童に対しては、 会の な ロー ル化に い、 言

語として、 語だ でなく、さま まな言語に から れる 会を 、 言語 の

を り き、さま まな言語についての としての「メ 言語力」（言語とはどうい

うものか、言語が うとは を するのかといった言語についての理解力）を につ 、

言語習 する や 会を やす必要がある。 

 ロー ル人材の育成が れている中で、多 な言語力、文化力、 文化 ュニ

ー ン力を持った人材を育成する つの なスペクト として、母語 語教育

にも力を れていくことが であると考 られないだ うか。 

母語 語の は、人数が しているといっても、 にマイ ーな 在である

多文化児童の であり、それに対応する はないというのが多くの 人や、学校関

者、行 者の であ う。しかし、マイノ の は、 に、マジ の

会のあり と関 っている。多文化 会において、マイノ がマジ と に

会参 すると、マジ の力が かされたり、 などの を れたりするとい

う考 が生じが である。この考 が になれ 、マイノ は 化され、その

力を 会に生かすことができず、マジ 会の中で された状況に い まれる

ことになる。それは、マジ 会にとって、 とうに ましいことであ うか。

多文化の人が自 の言語 文化を 持しようとすると、国家が分断化されるという は、

や ースト アのような 国家でも く 在していたが、実際には、これらの

国家も多文化 のもとで、 を 的に し、発 を てきている。（ ン

& 2005, 2009）マイノ の人 も に 会参 ができれ 、 者と

して、また、さま まな能力を発 できる人材として、 会を かにする力になれるが、

化されることは、 的には 会 に する立 に い まれ、アン ー ウ

ン 会に き まれて行く人を やし、 会の分断化にもつながりか ない。多文化

生というのは、マジ 会が していくことで、マイノ も に 会参 し、

にとってプ スの ル ーを られるような 的 会をめ して、 、実

現のルートを っていく みではないかと う。そのためにはい い な で、必要な
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、 たな の 、 会の を う の 成が必要であ う。 

 自 は、児童生徒の に 対 する教 や 達との が いため、 に

している人 との が きく、これまでも、国に じて、さま まな対応に り

でいることがある。多文化児童の する や、 もその つである。 、

国の 関では、生の を く 会が ないため、 対応が 手に りやすい。しかし、

現状では、国の が動かな れ 、国の に って 置などを行 るを ない

自 の教育支援も行 ないのが実情であり、国家レ ルでの対応 を考 ていくこ

とが である。国のレ ルで動くのには多 な や 形成、 置が必要である

が、まず、 自 が 導する形で行う に対しても国が らかの支援 を行い る

ように り、知 や実 の をもとに、国家レ ルでの を 定していくというやり

が 理的ではないかと れる。 

 もっとも 本的なことは、国の として「 」という を めていないという現

状をまず し、 外から 日して 定 以 生活しようとする人 を「 」と 知

して、国の で対応していくという を らかにすることである。そこが にされ

ているために、 らの を 定することもなく、行 の 外の ン ーなセク

ーの として、 人や学校、NPO や ン アの 力に てしまっていることであ

る。それによって に 分で 的な対応が 国で行 れており、置き りにされ

ていく子ども達の が、あ こ で 積しているのである。 な対応がな れ 、

会 本が な れるだ でなく、 分な 会参 ができず、マジ 会とマイノ

会が断 していき、ますます多文化 生に する 会 が きくなっていくこと

が される。 

定には、 ト アップの 力とトップ ウンの 定 を持つ力の の

が必要である。（ 2009） 現状では、 についての すら が している中

で、国の が きく る しについては たる状況であるが、まずは、 ト

アップの を めるための研究や実 、 が必要であり、 に、 自 、

そして国の 定に対しての提言についても、 の関 を持つ人 が連携し、研究や

実 を していくことが となるであ う。また、 う児や 児の手話言語の育

成や、 のアイ の言語の 活についても、さらなる 進力が必要であり、さま

まな言語 に携 る研究者 実 者 行 者の連携を進めていくことにより、 ト ア

ップの 力を さ ていくことが の である。  
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 資料１ （一部抜粋） 

つ以 の言語 で らしている外国につながる子どもた の教育に関する提言 

文  

 には、 つ以 の言語 で らしている外国につながる子どもた が多く ら

しております。そのため、神 を む において、さま まな り みが 開され

ており、その 的な り みは、日本国 において評価を ていることも なくありま

。しかしながら なことに、その子どもた のう 、学力形成が 分な 報告

が、すでに多くされているという現状も めま 。その はさま まですが、 つに

は学習 考の となる 言語の形成のプロセスにお る が考 られます。これ

は、子どもた の学力や 力の という理 からではなく、学習言語レ ルの日本語習

には なくとも 5〜7 年かかると言 れており、その に 分な日本語力がないまま、学

校での学習についてい ない子どもた が、 こ れていくことが多いという なの

です。 

 そういった言語 の 動をした子どもた の日本語習 は ロから 発するのではな

く、母語のもとで形成、保持されている や言語力の に、日本語の や言語力が置

き られるとされています*。（文 に ）つまり、母語での言語力や理解力が日本語

にも すると考 られます。なお、ここでは 言語とは、その子どもが 考をするた

めの い言語をさすことにします。 として、その子どもの 言語は、日本語に

なることも外国語になることもあります。言語形成は、その子どもた をとりまく言語

すべてに されるのです。  

 それ 、日本語での教育 において、学習 考レ ルの日本語習 のためにも母

語を 自の にあ て育てることはとても です。 外からの を多く れ

ている 国においても、 した に連れてこられた子どもた の言語形成 学力形成の

ための母語教育の 要性は数多く指 されています。 

 また、 国を れて日本の学校文化に 応しようとする子どもた は、自分のルーツを

定しが になり、自信を うことが多いことも報告されています。母語学習はそのよう

な子どもの自 情を め、情 を 定さ 、アイ ン の形成を促進さ 、保護

者との ュニ ー ンを確保し、子どもに 国と日本の となるような進

の 能性を ます。 

 そして、このような 者の のための母語能力育成だ でなく、外国につながる子

どもた が多 な言語 用能力を持 、多 な文化を理解できる 在 と成 することは、

その 会の国際 、国際 力、外 、 ジ スの においても有 な ロー ル人材が

されることであり、その 会の 的 文化的 ともなりうるのです。 
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 さらにク スの中に外国につながる子どもた がいることを に じるような を

作っていくことは、ク スメートである日本人の子どもた に国際理解教育、言語 教

育の 会を るなど、教育 を教 にもたらす 能性をも めています。 

 以 のことから、母語学習を に れた言語形成を考 る くりは、その子ども

にとっての であるのと に、日本 会の言語 の確保のためにも に 要であ

ると言 ます。日本語以外の母語を持 、 つ以 の言語 で らしている外国につな

がる子どもた が、学校教育を して学習 考レ ルの言語力を形成するために、 人

人の言語習 状況を ま 、年 発達 に応じて日本語と母語の を にいれた

学習指導を 能とする教育指導 を確立する必要があることは らかです。そのために、

子どもた を り く学校教員、教育 ュ などに関 る教育関 者、子どもた

とその保護者た 、日本人の子どもた の保護者た 、 ュニ の 人た 、 活

動に関 るメン ーた など、多 な立 の関 者 の提 として、これをまとめました。

の教育 を考 る で、これを 分に参考にしていただき、 的な くりを、

ともに進めていただきますようお いいたします。 

2014 年 10 31 日 

外国人児童生徒の言語形成を保障する イ ン ル教育 進のための 

提言プロジェクト 員  

 

＊ ン の 言語 仮 の と  （省 ）  

 

的な提  

． 言語を確立さ るための日本語指導の と に母語指導の 置 をしっか

りと考 してください。 

→日本語指導と に母語をも育成するための指導を めた ュ を開発 

たと 、母語教育支援セン ー校 の 活、 中 学校の ュ ュ の応

用や教 の活用など 

→「子ども多文化 生サ ー ー」 の による母語指導者を  

→母語指導者 の ット ーク形成と定 的な研 の実  

→学校教員 の母語学習の必要性理解、教 でできる 的な支援 法、保護者／

活動との ット ー ン の 法、関連の情報提供などに関する研 実  

→母語指導者との の促進 

 

．国 に関 らず、外国につながる子どもの言語形成の 状況を するしくみを作
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 さらにク スの中に外国につながる子どもた がいることを に じるような を

作っていくことは、ク スメートである日本人の子どもた に国際理解教育、言語 教

育の 会を るなど、教育 を教 にもたらす 能性をも めています。 

 以 のことから、母語学習を に れた言語形成を考 る くりは、その子ども

にとっての であるのと に、日本 会の言語 の確保のためにも に 要であ

ると言 ます。日本語以外の母語を持 、 つ以 の言語 で らしている外国につな

がる子どもた が、学校教育を して学習 考レ ルの言語力を形成するために、 人

人の言語習 状況を ま 、年 発達 に応じて日本語と母語の を にいれた

学習指導を 能とする教育指導 を確立する必要があることは らかです。そのために、

子どもた を り く学校教員、教育 ュ などに関 る教育関 者、子どもた

とその保護者た 、日本人の子どもた の保護者た 、 ュニ の 人た 、 活

動に関 るメン ーた など、多 な立 の関 者 の提 として、これをまとめました。

の教育 を考 る で、これを 分に参考にしていただき、 的な くりを、

ともに進めていただきますようお いいたします。 

2014 年 10 31 日 

外国人児童生徒の言語形成を保障する イ ン ル教育 進のための 

提言プロジェクト 員  

 

＊ ン の 言語 仮 の と  （省 ）  

 

的な提  

． 言語を確立さ るための日本語指導の と に母語指導の 置 をしっか

りと考 してください。 

→日本語指導と に母語をも育成するための指導を めた ュ を開発 

たと 、母語教育支援セン ー校 の 活、 中 学校の ュ ュ の応

用や教 の活用など 

→「子ども多文化 生サ ー ー」 の による母語指導者を  

→母語指導者 の ット ーク形成と定 的な研 の実  

→学校教員 の母語学習の必要性理解、教 でできる 的な支援 法、保護者／

活動との ット ー ン の 法、関連の情報提供などに関する研 実  

→母語指導者との の促進 

 

．国 に関 らず、外国につながる子どもの言語形成の 状況を するしくみを作

  

ってください。 

→現在、外国につながる子どもの日本語支援の必要性の有無は子どもの滞日年数によっ

て定められていますが、文科省が開発している DLA（注①）などを活用し、すべての

子どもの日本語能力および母語能力を正しく評価し、それぞれの子どもに応じた言語

支援メニューを提供できるしくみの確立が必要です。 

→発達障害や精神疾患などが性格に診断できずに放置されないために。 

 

３．日本語を母語としない児童生徒の保護者との連携の促進 

→保護者が自分の子どもの言語形成状況を知らないことが多く、保護者が自信を持って

積極的に家庭での母語学習を学校との連携でできるように情報提供や教材の紹介（注

②）を行うことが必要です。 

→すでに作成されている、学校教員、保護者、母語指導者の理解をすすめノウハウを提

供するためのマニュアルやパンフレット、DVD（多言語）で提供してください。 

 

注①：DLA とは文科省が開発している「外国人児童生徒のための JSL 対話型アセスメント」

であり現在は日本語能力測定のための評価手法であるが簡単な翻訳で母語能力の測定に

も応用され、実際、スペイン語、中国語、韓国語での測定が報告されている。 

 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/1345413.htm 

注②：参考になるパンフレット、ウェブサイトは以下です。 

＊ウェブサイト「〜多文化な子どもの学び母語を育む活動から〜」関西母語支援研究会 

 http://education-motherlanguage.weebly.com/ 

＊ウェブサイト「愛知 外国につながる子どもの母語支援プロジェクト」 

 http://www7b.biglobe.ne.jp/~akp/top.html 

＊パンフレット『母語、ルーツにつながる言葉を育てましょう』（仮／作成中） 
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